
 
 
 
 
 
 
 
 
 

関西合同支部では、春闘真っ最中の 3 月 21 日に支部統一行動（福岡ブロックは 3 月 24 日）を実施し、
東は滋賀県から西は福岡県まで支部前ブロックで建交労を打ち出すことができました。 

今回の支部統一行動は 3/25 現在、全体 29 名が参加、21 カ所での宣伝で 2,900 枚超えるビラをまくこと
ができ建交労を打ち出すことができました。 
 
 

2022 年 12 月 23 日に改正され、周知期間を経た本日 4 月 1 日「自動車運転者の労働時間等の改善のため
の基準（改善基準告示）」が適用されました。改正された内容は例外規定などが多岐に渡
り、全体を把握することが困難になっています。連続運転時間の「430（ヨンサンマル）の
原則休憩」や休息期間 9 時間は運転者の働き方に直結します。内容を良くご確認ください。
詳細は右のＱＲコードから厚労省「労働時間等の改善基準のポイント」をご覧ください。 

2024.4.1 

NO.12 
2024 年度 

(通算 NO.51) 

建交労全国トラック部会 メール：masaakisuzuki@kenkourou.or.jp TEL：03-3360-8021 

mailto:masaakisuzuki@kenkourou.or.jp





